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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第172期

第１四半期
連結累計期間

第173期
第１四半期
連結累計期間

第172期

会計期間

自 平成29年
   ４月１日
至 平成29年
   ６月30日

自 平成30年
   ４月１日
至 平成30年
   ６月30日

自 平成29年
   ４月１日
至 平成30年
   ３月31日

売上高 (千円) 21,559,846 24,081,942 103,580,881

経常利益 (千円) 1,599,000 1,312,001 2,911,860

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 1,182,356 949,431 1,923,329

四半期包括利益
又は包括利益

(千円) 1,183,333 1,133,971 1,825,433

純資産額 (千円) 43,882,838 45,427,204 44,644,148

総資産額 (千円) 131,136,741 142,179,206 147,199,048

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 13.97 10.78 22.11

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 13.38 10.76 22.08

自己資本比率 (％) 32.0 30.6 29.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 4,475,459 2,238,482 16,729,994

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,659,968 △3,457,581 △17,819,121

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △625,627 △569,776 3,313,954

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,256,519 1,502,608 3,291,483
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。　

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営

指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

２ 【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内

容について、重要な変更はありません。

　なお、主要な関係会社の異動については以下のとおりであります。

 
（ガス関連）

釧路エルエヌジー株式会社は、重要性が増したため、持分法適用範囲に含めております。

また、北海道電力株式会社と共同出資で石狩ＬＮＧ桟橋株式会社を新たに設立したため、持分法適用範囲に含

めております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動又は、前事

業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

　なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で

前連結会計年度との比較・分析を行っております。

(1) 経営成績の状況

当社グループは、ガスの販売拡大を中心とした営業活動や保安の強化に取り組むとともに、電力事業をはじめと

する総合エネルギーサービス事業の展開に向けた諸施策を積極的に取り組んでいるところであります。

当第１四半期連結累計期間(平成30年４月～６月)の連結売上高は、都市ガス販売量の増加及び原料費調整制度に

よるガス販売単価の上昇に加え、お客さま件数増加による電力売上高の増加等により、前第１四半期連結累計期間

に比べ、11.7％増の24,081百万円となりました。

経常利益は、減価償却費等の販管費が増加したこと等により、同17.9％減の1,312百万円となり、親会社株主に帰

属する四半期純利益は同19.7％減の949百万円となりました。

なお、当社グループの連結業績は、冬季から春先にかけてガス及びＬＰＧ販売の需要が大きく、多くの売上が計

上されるという季節的変動要因があります。

セグメント別の業績は、次のとおりです。

 
① ガス

ガス販売量は、春先の気温が高かったものの、お客さま件数が増加したこと等により、家庭用につきまして

は、前第１四半期連結累計期間に比べ2.7％増の42百万㎥となり、業務用につきましては同0.1％増の78百万㎥と

なりました。他事業者向けの卸供給を含めました総販売量は同1.1％増の122百万㎥となりました。売上高は、ガ

ス販売量が増加したことに加え、原料費調整制度による販売単価の上昇等により、同10.2％増の13,871百万円と

なりました。

セグメント利益は、販管費の増加等により、同8.7％減の1,371百万円となりました。

 

② 電力

売上高は、積極的な営業を展開し、お客さま件数が増加したこと等により、前第１四半期連結累計期間に比べ

40.9％増の4,862百万円となりました。

セグメント利益は、同43.3％増の349百万円となりました。

 

③ エネルギー関連

売上高は、工事、器具販売等の減収に伴い、前第１四半期連結累計期間に比べ2.5％減の6,009百万円となりま

した。

セグメント利益は、同61.6％減の138百万円となりました。

 

④ その他

売上高は、システム事業の増収等により、前第１四半期連結累計期間に比べ19.2％増の367百万円となりまし

た。

セグメント利益は、同28百万円増の24百万円のセグメント利益となりました。

 

(注) １　本書面は、ガス量はすべて1㎥当たり45メガジュール（10,750キロカロリー）で表示しております。

２　消費税等については税抜方式を採用しております。
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(2) 財政状態の状況

(有形固定資産)

有形固定資産に関しては、製造設備の減価償却費が新規投資額を上回ったこと等により、前連結会計年度末に

比べ1,078百万円減少し109,528百万円となりました。

 

(無形固定資産並びに投資その他の資産)

無形固定資産に関しては、ソフトウェアの新規投資額が減価償却費を上回ったこと等により、前連結会計年度

末に比べ148百万円増加し、2,887百万円となりました。また、投資その他の資産に関しては、投資有価証券の増

加等により、前連結会計年度末に比べて438百万円増加し10,041百万円となりました。

 

(流動資産)

流動資産は、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ4,527百万円減少し19,721百万円と

なりました。

 

(負債)

固定負債は、長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ566百万円減少し61,144百万円となり、流動

負債は、未払金の減少等により前連結会計年度末に比べ5,236百万円減少し35,607百万円となりました。

 

(純資産)

純資産合計は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ783百万円増加し45,427百万円となりまし

た。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前第１四半期連結累計期間末に比べて753百万円減

少し1,502百万円となりました。

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加等により、前第１四半期連結累計期間に比べ2,236百

万円減少し、2,238百万円の収入となりました。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出の増加等により、前第１四半期連結累

計期間に比べ支出額が797百万円増加し、3,457百万円の支出となりました。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済の減少等により、前第１四半期連結累計期間に比べ

支出額が55百万円減少し、569百万円の支出となりました。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は70百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

EDINET提出書類

北海道瓦斯株式会社(E04511)

四半期報告書

 5/21



第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 160,000,000

計 160,000,000
 

　(注) 平成30年６月26日開催の第172回定時株主総会において、当社普通株式について５株を１株に併合する旨、及び

　　　　株式併合の効力発生日（平成30年10月１日）をもって、発行可能株式総数を160,000,000株から32,000,000株に

　　　　変更する定款変更を行う旨承認可決されました。

 
② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 88,691,638 88,691,638
東京証券取引所
(市場第一部)
札幌証券取引所

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 88,691,638 88,691,638 ― ―
 

　(注)提出日現在発行数には、平成30年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

　　　平成30年６月26日開催の第172回定時株主総会において、株式併合の効力発生日（平成30年10月１日）をもっ

て、単元株式数を1,000株から100株に変更する定款変更を行う旨承認可決されました。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 平成30年４月27日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役（社外取締役を除く）　６名
当社執行役員　７名
当社参与　２名

新株予約権の数(個)※ 358(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式　35,800(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ １株あたり１(注)３

新株予約権の行使期間※ 平成32年５月15日～平成47年５月14日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)※

発行価格　　233
資本組入額　116.5(注)４

新株予約権の行使の条件※ (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認
を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※

(注)５
 

　※　新株予約権証券の発行時（平成30年５月14日）における内容を記載しております。

（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。
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２　当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む)または株式併合を行う場合には、次

の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
 

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を

必要とする場合には、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数を適切に調整すること

ができる。

３　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

４　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数が生

じる場合は、これを切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

５　当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上

を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につ

き吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収

分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換が

その効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう　以下同じ)の直前に

おいて残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)

の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交

付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計

画において定めた場合に限る。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)２に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に

上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金

額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができ

る再編対象会社の株式１株当たり１円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)４に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件

(注)６に準じて決定する。

６　その他の新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社グループ会社の取締役または執行役員のいずれ

かの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社および当社

グループ会社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、喪失した日から５年以内

に限って権利行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約書に定めるところによる。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

 平成30年４月１日～
 平成30年６月30日

― 88,691,638 ― 7,515,830 ― 5,275,595
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 634,000
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

87,595 ―
87,595,000

単元未満株式
普通株式

― ―
462,638

発行済株式総数 88,691,638 ― ―

総株主の議決権 ― 87,595 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式642株及び証券保管振替機構名義の株式400株が含ま

れております。

 

② 【自己株式等】

平成30年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 札幌市中央区大通
西七丁目３番地１

634,000 ― 634,000 0.71
北海道瓦斯株式会社

計 ― 634,000 ― 634,000 0.71
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)及び「ガス事業会計規則」(昭和29年通商産業省令第15号)に基づ

いて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成30年４月１日から平成

30年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、仰星監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

 固定資産   

  有形固定資産   

   製造設備 28,638,152 27,948,992

   供給設備 39,247,082 39,223,749

   業務設備 8,420,725 8,356,998

   その他の設備 16,991,981 18,873,845

   建設仮勘定 17,308,869 15,124,564

   有形固定資産合計 110,606,812 109,528,150

  無形固定資産   

   その他 2,739,840 2,887,854

   無形固定資産合計 2,739,840 2,887,854

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,243,880 5,737,019

   退職給付に係る資産 1,102,181 1,097,973

   繰延税金資産 1,461,613 1,402,449

   その他 1,942,890 1,945,822

   貸倒引当金 △147,520 △141,652

   投資その他の資産合計 9,603,045 10,041,610

  固定資産合計 122,949,698 122,457,615

 流動資産   

  現金及び預金 3,343,520 1,542,643

  受取手形及び売掛金 ※2  11,491,220 ※2  7,858,874

  商品及び製品 294,844 312,958

  原材料及び貯蔵品 6,525,353 7,447,136

  その他 2,664,802 2,624,639

  貸倒引当金 △70,391 △64,661

  流動資産合計 24,249,350 19,721,590

 資産合計 147,199,048 142,179,206
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

負債の部   

 固定負債   

  社債 26,500,000 26,500,000

  長期借入金 27,336,339 26,607,063

  再評価に係る繰延税金負債 725,719 725,719

  退職給付に係る負債 4,022,754 4,083,979

  ガスホルダー修繕引当金 222,342 241,385

  保安対策引当金 234,170 223,144

  熱供給事業設備修繕引当金 239,152 309,467

  その他 2,430,561 2,453,865

  固定負債合計 61,711,039 61,144,625

 流動負債   

  1年以内に期限到来の固定負債 14,267,915 14,178,179

  支払手形及び買掛金 6,870,482 6,120,850

  短期借入金 － 1,649,623

  その他 19,705,463 13,658,722

  流動負債合計 40,843,860 35,607,376

 負債合計 102,554,900 96,752,001

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 7,515,830 7,515,830

  資本剰余金 5,256,569 5,256,569

  利益剰余金 27,665,673 28,262,334

  自己株式 △168,494 △169,085

  株主資本合計 40,269,579 40,865,649

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,795,707 1,976,947

  土地再評価差額金 672,182 672,182

  退職給付に係る調整累計額 2,292 6,050

  その他の包括利益累計額合計 2,470,182 2,655,180

 新株予約権 20,813 23,258

 非支配株主持分 1,883,573 1,883,115

 純資産合計 44,644,148 45,427,204

負債純資産合計 147,199,048 142,179,206
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 21,559,846 24,081,942

売上原価 13,404,790 16,054,634

売上総利益 8,155,056 8,027,308

供給販売費及び一般管理費   

 供給販売費 5,761,648 5,821,034

 一般管理費 901,589 976,098

 供給販売費及び一般管理費合計 6,663,237 6,797,132

営業利益 1,491,819 1,230,175

営業外収益   

 受取配当金 127,621 129,009

 その他 153,106 137,772

 営業外収益合計 280,727 266,782

営業外費用   

 支払利息 120,497 105,538

 出向社員費用 35,015 29,762

 その他 18,033 49,655

 営業外費用合計 173,545 184,956

経常利益 1,599,000 1,312,001

税金等調整前四半期純利益 1,599,000 1,312,001

法人税等 419,944 363,027

四半期純利益 1,179,056 948,973

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △3,299 △457

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,182,356 949,431
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 1,179,056 948,973

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 5,635 181,226

 退職給付に係る調整額 △1,274 3,758

 持分法適用会社に対する持分相当額 △84 13

 その他の包括利益合計 4,276 184,997

四半期包括利益 1,183,333 1,133,971

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,186,633 1,134,429

 非支配株主に係る四半期包括利益 △3,299 △457
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 1,599,000 1,312,001

 減価償却費 2,799,141 2,890,277

 保安対策引当金の増減額（△は減少） △16,930 △11,026

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 70,607 63,235

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △34,620 △11,597

 受取利息及び受取配当金 △127,668 △129,074

 支払利息 120,497 105,538

 売上債権の増減額（△は増加） 3,425,116 4,103,300

 たな卸資産の増減額（△は増加） 1,244,665 △1,275,564

 仕入債務の増減額（△は減少） △5,353,941 △3,524,219

 未払消費税等の増減額（△は減少） 1,124,025 △607,240

 その他 △121,837 50,712

 小計 4,728,056 2,966,344

 利息及び配当金の受取額 127,668 129,074

 利息の支払額 △71,159 △76,598

 法人税等の支払額 △309,106 △780,337

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,475,459 2,238,482

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の純増減額（△は増加） △21,000 12,002

 有形固定資産の取得による支出 △2,486,672 △2,779,245

 有形固定資産の売却による収入 8,142 10,101

 無形固定資産の取得による支出 △72,310 △387,194

 関係会社株式の取得による支出 － △240,000

 長期前払費用の取得による支出 △69,669 △71,618

 その他 △18,459 △1,626

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,659,968 △3,457,581

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △426,481 1,649,623

 
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

1,000,000 △1,000,000

 長期借入金の返済による支出 △823,410 △818,676

 配当金の支払額 △328,412 △352,049

 その他 △47,323 △48,675

 財務活動によるキャッシュ・フロー △625,627 △569,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,189,862 △1,788,875

現金及び現金同等物の期首残高 1,066,656 3,291,483

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  2,256,519 ※1  1,502,608
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

　　 持分法適用の範囲の重要な変更

当第１四半期連結会計期間より、釧路エルエヌジー株式会社は重要性が増したため、持分法適用範囲に含めて

おります。

また、当第１四半期連結会計期間において、北海道電力株式会社と共同出資で石狩ＬＮＧ桟橋株式会社を新た

に設立したため、持分法適用範囲に含めております。

 
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　
当第１四半期連結累計期間

(自 平成30年４月１日　至 平成30年６月30日)

 税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
 

　
(追加情報）

　
当第１四半期連結累計期間

(自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債

の区分に表示しております。
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

 １ 偶発債務

(1) 保証債務

   石狩サービス㈱の清算により個人向リース機器契約のT&Dリース㈱に対する連帯保証を承継しており、その

　金額は次のとおりであります。

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

6,873千円 5,385千円
 

 

　(2) 債務履行引受契約

　　社債の債務履行引受契約に係る偶発債務は次のとおりであります。　　　　　　　　　　　　　

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

　第11回無担保社債 5,000,000千円 5,000,000千円
 

　　

※２ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

　　なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期

　　手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

受取手形 9,790千円 16,802千円
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(四半期連結損益計算書関係)

 １ 売上高の季節的変動

前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間

(自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日)

 

当社グループは、事業の性質上、連結会計年度の第１四半期及び第２四半期と第３四半期及び期末の売上

高及び営業費用に著しい季節的変動があります。

その主な要因は、都市ガス事業等の第３四半期及び期末における暖房用ガスの需要増等、寒冷地の地域特

性によるものであります。

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日)

現金及び預金 2,362,551千円 1,542,643千円

預入期間が3か月を超える定期預金 △106,032千円 △40,034千円

　現金及び現金同等物 2,256,519千円 1,502,608千円
 

 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

 1 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月31日
取締役会

普通株式 328,384 4.0 平成29年３月31日 平成29年６月６日 利益剰余金
 

 

 2  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

     該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日)

 1 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年５月30日
取締役会

普通株式 352,235 4.0 平成30年３月31日 平成30年６月５日 利益剰余金
 

 

 2  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

     該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

            （単位：千円）

 

報告セグメント
その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３
ガス 電力

エネルギー

関連
計

売上高         

  外部顧客への売上高 12,064,260 3,430,655 5,859,826 21,354,742 205,104 21,559,846 － 21,559,846

 セグメント間の内部

 売上高又は振替高
527,186 19,734 302,533 849,454 103,392 952,847 △952,847 －

計 12,591,447 3,450,389 6,162,360 22,204,196 308,496 22,512,693 △952,847 21,559,846

　セグメント利益 1,502,546 243,790 362,024 2,108,361 △4,417 2,103,944 △612,125 1,491,819

 

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、ITソリューション、不動産及

び保険代理業等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額△612,125千円には、セグメント間取引消去24,563千円、持分法による投資損益△

27,223千円、及び各報告セグメントに配分していない全社費用△609,465千円が含まれております。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性がないため、記載を省略しております。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

            （単位：千円）

 

報告セグメント
その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３
ガス 電力

エネルギー

関連
計

売上高         

  外部顧客への売上高 13,368,018 4,839,055 5,666,920 23,873,994 207,948 24,081,942 － 24,081,942

 セグメント間の内部

 売上高又は振替高
503,965 22,966 342,871 869,803 159,830 1,029,633 △1,029,633 －

計 13,871,983 4,862,022 6,009,791 24,743,797 367,779 25,111,576 △1,029,633 24,081,942

　セグメント利益 1,371,967 349,426 138,991 1,860,385 24,422 1,884,808 △654,632 1,230,175

 

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、ITソリューション、不動産及

び保険代理業等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額△654,632千円には、セグメント間取引消去31,126千円、持分法による投資損益△

6,354千円、及び各報告セグメントに配分していない全社費用△679,404千円が含まれております。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性がないため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 13.97円 10.78円

   （算定上の基礎）   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 1,182,356 949,431

   普通株主に帰属しない金額(千円) － －

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
   四半期純利益金額(千円)

1,182,356 949,431

   普通株式の期中平均株式数(株) 84,610,317 88,057,982

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 13.38円 10.76円

   （算定上の基礎）   

   親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) 339 －

   （うち支払利息(税額相当額控除後)(千円)） (339) (－)

   普通株式増加数(株) 3,648,854 149

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜
在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が
あったものの概要

－ －
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(重要な後発事象)

　当社は、当社所有資産について、平成30年７月20日に譲渡契約を締結し、平成30年７月31日付で譲渡いたしました。

　

１． 譲渡の理由

　当社が「石狩ＬＮＧ基地」で所有する燃料受入設備を、地域のエネルギー受入基地として利用可能とするため、譲

渡いたしました。

 

２． 譲渡資産の内容

資産の名称及び所在地 現　況

石狩市新港中央４丁目3743番他 燃料受入設備
 

　　※譲渡価額、帳簿価額等につきましては、譲渡先との守秘義務により開示は控えさせていただきます。

 

３．譲渡先の概要

　当社持分法適用関連会社である「石狩ＬＮＧ桟橋株式会社」に対し譲渡いたしました。

 
４． 譲渡の日程

　契約締結日　　平成30年７月20日

　物件引渡日　　平成30年７月31日

 

５．連結損益に与える影響

　当該固定資産の譲渡に伴い、平成31年３月期第２四半期連結会計期間において、約650,000千円の特別利益（固定資

産売却益）を計上する予定であります。

 

 

２ 【その他】

平成30年5月30日開催の取締役会において、平成30年３月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとお

り期末配当を行うことを決議いたしました。

 ① 配当金の総額 352,235千円

 ② １株当たりの金額 4.0円

 ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成30年6月5日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成30年８月10日

北海道瓦斯株式会社

取締役会　御中

 

仰星監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 川   﨑   　　　浩 印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 野   口   哲   生 印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北海道瓦斯株式

会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から

平成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北海道瓦斯株式会社及び連結子会社の平成30年６月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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